
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会
のご案内



　私ども日本中小企業診断士協会連合会は、令和６年10月1日より名称を

変更し、新たなスタートを切りました（旧名称：中小企業診断協会）。

　当連合会は、国家資格である中小企業診断士の全国組織団体として、昭

和29年に設立され、中小企業診断士の資質向上を図り、中小企業の経営

診断・助言に関する情報提供、調査研究を行うとともに、内外の中小企業関

係機関との交流を積極的に深めています。現在、全国47都道府県中小企

業診断士協会には約14,000名の中小企業診断士が会員として所属してい

ます。

　平成11年の中小企業基本法改正、平成12年の中小企業支援法の制定に伴い、中小企業診断士は

民間で活躍する経営コンサルタントとして位置づけられました。現在の中小企業診断士の業務内容は、

中小企業の経営革新、創業支援をはじめ、中小企業再生や中小企業金融の円滑化等へと広がりを見せ、

幅広い活動に対応できる専門的知識や能力の活用が社会的に期待されています。平成18年4月には

中小企業への診断実務重視を内容とする中小企業診断士制度の改正が行われ、これを受けて当連合会

としても、中小企業診断実務の創出に取り組んでおります。

　私どもは、中小企業診断士の活躍を支える士業の連合会として、引き続きさまざまな活動に取り組

んでまいる所存です。

　今後とも一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

� 一般社団法人�日本中小企業診断士協会連合会

� 会長　松枝憲司

ごあいさつ

設立 昭和29年10月30日
会長 松枝憲司
副会長 石川君雄　西里喜明　森川雅章
専務理事 佐野俊　他　理事15名、監事2名
事業規模 1,285百万円（令和6年度予算収入）
会員 47団体（令和6年4月1日現在）
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北海道・東北
ブロック
北海道協会
青森県協会
岩手県協会
宮城県協会
秋田県協会
山形県協会
福島県協会

北関東・信越
ブロック
茨城県協会
栃木県協会
群馬県協会
新潟県協会
長野県協会

中部
ブロック
愛知県協会
岐阜県協会
三重県協会
富山県協会
石川県協会

近畿
ブロック
福井県協会
滋賀県協会
京都府協会
奈良県協会
大阪府協会
兵庫県協会
和歌山県協会

中国
ブロック
鳥取県協会
島根県協会
岡山県協会
広島県協会
山口県協会

九州・沖縄
ブロック
福岡県協会
佐賀県協会
長崎県協会
熊本県協会
大分県協会
宮崎県協会
鹿児島県協会
沖縄県協会

四国
ブロック
徳島県協会
香川県協会
愛媛県協会
高知県協会

南関東
ブロック
埼玉県協会
千葉県協会
東京協会
神奈川県協会
山梨県協会
静岡県協会

連合会組織図 都道府県協会一覧

目　　的 会員及び中小企業診断士相互の連携を緊密にし、中小企業診断士の資質の向上に努めるとともに、中小企業者がそ
の経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言を受ける機会の拡大を図り、もって中小企業の振興と国
民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

設　　立 昭和29（1954）年、中小企業庁の指導のもとに設立され、その後、中小企業支援法に基づき、中小企業診断士の
試験及び理論政策更新研修等を実施する機関として、経済産業大臣の指定または登録を受けています。

組　　織 東京都中央区に本部を置き、全国47都道府県中小企業診断士協会を会員として擁する、わが国唯一の全国組織の
ビジネスコンサルタント団体です。

中小企業診断士 中小企業診断士とは、中小企業支援法に基づき、経済産業大臣が認定し登録する国家資格です。
中小企業診断士は、経営診断の専門家として高く評価され、公的支援事業への協力者として、また、民間の経営コン
サルタントとして、幅広く活動しております。

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会は、
中小企業の経営を支援する専門家集団として、

コンサルティングを行っているわが国唯一の全国組織です。

2



3

事業のご案内
経営支援協力事業

さまざまなカタチで中小企業経営を支援します。
■中小企業支援機関が実施する事業への協力
47都道府県中小企業診断士協会に所属する中小企業診断士は、
国、都道府県、都道府県等中小企業支援センター、（独）中小企
業基盤整備機構、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等
の中小企業支援機関に経営支援の専門家として登録され、支援
企業へ経営課題解決のために派遣されるほか、窓口等で経営相
談の相談員を務めるなどして協力しています。

■リレーションシップバンキングへの協力
取引先中小企業の経営改善に取り組む地域金融機関と連携して、

経営診断・助言、経営相談や情報提供等により、地域中小企業の
活性化に協力しています。

■その他
中小企業診断士の活動範囲は、農・林業経営や医療福祉分野等、
広範囲に及びます。当連合会では、当該分野に関連する行政機
関や金融機関等と連携を図りながら、47都道府県中小企業診断
士協会に所属する中小企業診断士の経営支援活動を積極的にサ
ポートしています。

調査・研究事業（経営戦略工学研究センター）

中小企業経営に関わる多彩な分野の調査研究に取り組んでいます。
■調査研究の成果をコンサルティングに反映
当連合会のシンクタンクとして機能しているのが、経営戦略工学研究センター（略
称：マスターセンター）です。ここでは、国の各機関や外部からの委託により、多様
化するコンサルティングニーズに対応するためのさまざまな調査研究を行っています。

■地域に密着した課題での都道府県協会による調査・研究事業の実施
中小企業診断士の資質向上と知識の共有化を図るため、各都道府県協会におい
て調査・研究事業を実施しています。

■会員グループによる実践的診断・支援方法を探求する調査・研究事業の実施
中小企業診断士の知識の高度化・共有化を図るため、会員グループにおいて調査・
研究事業を実施しています。

中小企業診断士キャリア情報提供事業（ビジネスクリニック）

それぞれの経営課題に応える会員中小企業診断士をご紹介します。
■中小企業診断士キャリア情報提供事業（ビジネスクリニック）とは？
当連合会では、会員中小企業診断士の得意分野や専門業種、コン
サルティング実績や講演、原稿執筆等の詳細なキャリア情報をデー
タベース化しています。
このデータベースを活用して、全国の中小企業支援機関や企業経
営者の皆様からのコンサルティングや教育・研修のご依頼、各種
調査、講演、原稿執筆等のご依頼に対して、的確にお応えできる
全国の会員中小企業診断士のキャリア情報の提供やご紹介を行っ
ています。

＊�キャリア情報のご提供や会員中小企業診断士のご紹介は無料で
すが、中小企業診断士に実際に業務を依頼する場合はコンサル
ティングフィーが必要です。
＊�さらに中小企業診断士についての情報をお知りになりたい場合
は、お近くの都道府県協会にご連絡ください。
＊�キャリア情報のデータベースに登録している者は中小企業支援
法に基づき、経済産業大臣登録の中小企業診断士であるととも
に、都道府県協会に所属し定められた倫理規程を遵守した支援
活動を行っています。

●�買い物弱者支援に関する調査研究～社会課題解
決に向けて中小企業診断士が果たすべき役割～

●�地方温泉観光地の再生に関する調査・研究～再生
主体による分類と成功要因～

●�企業内診断士の実態調査
●�中小企業のSDGs経営推進マニュアルに関する調査研究
●�農業経営診断実務マニュアル
●�知的資産経営支援マニュアル
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能力開発事業

出版事業 国際協力事業

中小企業診断士のさらなる資質向上と
知識の共有化を目指しています。

経営戦略の立案・経営診断に役立つ
情報を発信しています。

世界各国で、中小企業診断士が活躍しています。

■中小企業経営診断シンポジウムの開催
中小企業経営診断シンポジウムは、中小企業の健全な発展のために、高度な
経営方法、経営診断技法等について深く研究し、広く経営診断体制の強化を
図ることを目的に、統一テーマによる中小企業診断士の研究論文発表を行っ
ています。

経済産業省・中小企業庁をはじめ、各海外協力機関が行う海
外支援事業に協力するために、中小企業診断士を海外に派遣
し、諸外国の中小企業振興等に貢献しています。

会報誌「企業診断ニュース」や「企業診断ニュース」別冊を発
行しています。

中小企業診断士の業務とは？
中小企業診断士の業務は、中小企業支援法で「経営の診断及び経営に関する助言」とされています。「現状分析をふまえた
企業の成長戦略のアドバイス」が主な業務ですが、その知識と能力を活かし、講演等で幅広く活躍しています。

中小企業診断士の役割とは？
中小企業診断士は、企業の成長戦略の策定について専門的知識をもってアドバイスをします。また、策定した成長戦略を実
行するにあたって具体的な経営計画を立て、実績やその後の経営環境の変化をふまえた支援を行います。このため、中小企
業診断士は専門的知識の活用とともに、企業と行政、中小企業支援機関や金融機関とのパイプ役、中小企業への施策の適切
な活用支援まで、幅広い活動に対応できる知識や能力が求められています。

企業経営の答えが、ここにあります。
経営のコンサルティングなら中小企業診断士にお任せください。企業の成長戦略を策定し、適切なアドバイスを
行うスペシャリストとして、企業と行政・金融機関等をつなぐパイプ役となり、中小企業施策の活用を支援するなど、
幅広い活動に対応。その専門的知識と能力を活かして、中小企業経営を頼もしくサポートします。

Answer!
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中小企業診断士制度について

中小企業診断士実務補習は、中小企業診断士試
験合格者を対象に、15日間の実習方式で実施
します。この実務補習は、１グループを受講者６
名以内で編成し、指導員の指導のもと、実際に
企業に対して経営診断・助言を行います。具体
的には、現場診断・調査、資料分析、診断報告
書の作成、報告会を行います。当連合会は、「中
小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」
に基づき、経済産業大臣の登録実務補習機関と
して、中小企業診断士実務補習を実施していま
す。

中小企業診断士試験は、中小企業支援法第12条に基づく国家試験です。当
連合会は、中小企業支援法に基づき経済産業大臣指定試験機関として、第１
次試験・第２次試験を行っています。

中小企業診断士になるのに必要な学識を有しているか
どうかを判定することを目的として、企業経営に関する
７科目について、筆記試験（多肢選択式）を行います。

中小企業診断士になるのに必要な応用能力を有してい
るかどうかを判定することを目的として、診断及び助言
に関する能力について、筆記試験及び口述試験を行い
ます。

中小企業診断士試験から登録まで

中小企業診断士実務補習中小企業診断士試験

中小企業診断士
第１次試験

中小企業診断士
第２次試験

中小企業基盤整備機構または
登録機関が実施する養成課程

中小企業診 断士実務補習
（15日 間以上）

診断実 務従事
（15日 間以上）

中小企業診断士第２次試験

筆記試験
〈試験科目〉

診断及び助言に関する実務の事例
➡

口述試験

中小企業診断士第１次試験
〈試験科目〉

Ａ　経済学・経済政策
Ｂ　財務・会計
Ｃ　企業経営理論
Ｄ　運営管理
Ｅ　経営法務
Ｆ　経営情報システム
Ｇ　中小企業経営・中小企業政策



中小企業診断士登録
（経済産業大臣認定・登録）
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中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。法律上の国家資格として、
「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣が登録します。

中小企業診断士制度は、中小企業者が適切な経営の診断及び経営に関する助言を受けるにあたり、経営の診断及び
経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を持った者を登録す
るための制度です。

中小企業基本法では、中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者（公的支援事業に限らず、民間で活
躍する経営コンサルタント）として位置づけられています。

中小企業診断士の更新登録制度
（登録有効期間：５年間）

登録有効期間（５年間）内に次の⑴と⑵の両方の要件
を満たすと、登録の更新ができます。
⑴中小企業診断士理論政策更新研修…５回以上受講
⑵診断実務従事…30日以上従事

診断業務の休止
登録期間内に診断業務の休止申請をすることで、
最長15年間登録期間を休止することができます。

中小企業診断士は、登録有効
期間（５年間）内に、左記中
小企業診断士理論政策更新
研修を５回以上受講するとと
もに、診断実務に30日以上
従事することが必要です。当
連合会では、中小企業が経営
診断を受ける機会を確保した
り、中小企業診断士にその機
会を提供する診断実務従事
事業も実施しています。

中小企業診断士理論政策更新研修・論文審査は、中小企業診断士を対象に、新たな知識の補
充を目的に実施します。当連合会は、「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」に基
づき、経済産業大臣の登録研修機関として、中小企業診断士理論政策更新研修・論文審査を
実施しています。

理論政策更新研修［講義及び演習（事例研究によるものを含む）の４時間
の研修］は、新しい中小企業政策、最近の診断に関する理論及びその応用
についてのテーマによる研修で、中小企業診断士は登録有効期間（５年間）
内に５回受講する必要があります。

理論政策更新研修の内容に基づき、論文審査を実施します。この論文審査
に合格することで、理論政策更新研修を１回受講したことになります。

診断実務従事中小企業診断士理論政策更新研修・論文審査

理論政策
更新研修

論文審査

中小企業基盤整備機構または
登録機関が実施する養成課程

中小企業診 断士実務補習
（15日 間以上）

診断実 務従事
（15日 間以上）
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